
  

地域包括ケアシステム検討委員会設置要綱 

  

 （設置） 

第１条 地域包括ケアシステム構築に向けた検討することを目的とし、高梁市地域包括支

援センター運営協議会要綱（平成１８年高梁市告示第８５号。以下「要綱」という。）第

６条の規定に基づく委員会として、地域包括ケアシステム検討委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 社会資源情報の集約 

(2) 市内の地域課題の把握 

(3) 新たなサービス構築に向けた検討 

(4) その他、必要な事項の検討 

（組織） 

第３条 委員会は、要綱に基づく高梁市地域包括支援センター運営協議会（以下「運営協

議会」という。）の委員の所属する機関、団体の実務者及び運営協議会会長が必要と認め

る者（以下「委員会委員」という。）をもって構成する。 

（任期） 

第４条 委員会委員の任期は、運営協議会委員の任期に準ずる。 

（委員長等） 

第５条 委員会に委員長を置き、委員会委員の互選によって定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員会委員がその職務を代

理する。 

（会議） 

第６条 委員会は、定期又は臨時的に開催する。 

２ 委員長は、委員会委員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の委員会

委員の出席を求めて委員会を開催することができる。 

３ 委員長は、必要に応じて委員会に委員会委員以外の関係者の出席を求め、その説明又

は意見を聞くことができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員会委員及び委員会に出席した者は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

（報酬等） 

第８条 委員会委員が委員会に出席したときの報酬及び旅費は支給しないものとする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別

に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から適用する。 


